
平成

山
の
一

年 月 日 火曜日

山
る
。

山

山 口 県

○
公警山

○
公山

報

○
規山

○
教教教 毎

（号 外 ）

口
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

口
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

口
県
規
則
第
二
十
六
号

山
口
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に

安
委
規
則

察
署
協
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す

口
県
警
察
本
部
組
織
規
則
の
一
部
を

安
委
規
程

口
県
公
安
委
員
会
の
文
書
例
式
等
に

規 目

次

則口
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る

委
規
則

育
委
員
会
が
任
命
す
る
現
業
職
員
の

育
委
員
会
が
任
命
す
る
現
業
職
員
の

週
火
・
金
曜
日
発
行

る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
二

る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

山
口
県
知

関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…

関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

則

条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

給
与
の
特
例
に
関
す
る
規
則
…
…
…
…

給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す年

山
口
県
規
則
第
二
十
七
号
）

正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

事

二

井

関

成

を
改
正
す
る
規
則

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

則
（
市
町
課
）
…
…
…
…
…
…
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

平 成 年
月 日

（火曜日）

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一

る
改
正
規
定
は
、
同
年
四
月
一

第
十
一
条
第
四
項
中
「
別
表

第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
の

４

条
例
別
表
第
三
十
五
号
ニ

十
七
号
）
に
基
づ
く
同
法
第

条
第
四
項
及
び
第
十
二
条
第

法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に

法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定

る
事
務
に
係
る
書
類
の
う
ち

一

森
林
法
施
行
細
則
（
昭

則
」
と
い
う
。
）
第
四
条

二

規
則
第
六
条
の
規
定
に

三

規
則
第
七
条
の
規
定
に

四

規
則
第
八
条
の
規
定
に

五

規
則
第
九
条
の
規
定
に

六

規
則
第
十
条
の
規
定
に

七

規
則
第
十
一
条
第
二
項

三

省
令
第
二
条
第
三
項
の

四

省
令
第
三
条
第
一
項
の

場
合
を
含
む
。
）
。

五

省
令
第
三
条
第
二
項
の

求
め
る
こ
と
（
同
条
第
五

第
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を

（
条
例
別
表
第
十
八
号
の
六
ホ

第
五
条
の
二

条
例
別
表
第
十

第
一
条
の
八
を
第
一
条
の
九

第
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加

（
条
例
別
表
第
一
号
の
七
ヘ
の

第
一
条
の
二

条
例
別
表
第
一

一

旅
券
法
施
行
規
則
（
平

う
。
）
第
二
条
第
一
項
第

二

省
令
第
二
条
第
一
項
第

年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た

日
か
ら
施
行
す
る
。

第
三
十
五
号
ニ
」
を
「
別
表
第
三

次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

の
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
旅
券

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

よ
る
交
付
、
同
法
第
十
条
第
一
項

に
よ
る
申
請
及
び
同
法
第
十
七
条

知
事
が
別
に
定
め
る
も
の
と
す
る

和
五
十
年
山
口
県
規
則
第
三
十
七

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受

よ
る
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。

よ
る
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。

よ
る
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。

よ
る
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。

よ
る
報
告
を
受
け
る
こ
と
。

の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
理
す
る

規
定
に
よ
る
認
定
を
す
る
こ
と
。

規
定
に
よ
る
申
出
を
受
け
る
こ
と

規
定
に
よ
る
確
認
を
し
、
及
び
同

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

加
え
る
。

の
規
則
で
定
め
る
事
務
）

八
号
の
六
ホ
の
規
則
で
定
め
る
事

と
し
、
第
一
条
の
二
か
ら
第
一
条

え
る
。

規
則
で
定
め
る
事
務
）

号
の
七
ヘ
の
規
則
で
定
め
る
事
務

成
元
年
外
務
省
令
第
十
一
号
。
以

二
号
イ
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
す

二
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
す

一

だ
し
、
第
五
条
の
次
に
一
条
を
加

十
五
号
ホ
」
に
改
め
、
同
項
を
同

法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百

、
同
法
第
八
条
第
一
項
（
同
法
第

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
交
付
、

た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
申
請
、

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
関

。
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「

理
す
る
こ
と
。

こ
と
。

（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

項
の
規
定
に
よ
り
提
示
又
は
提
出

む
。
）
。

務
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る

の
七
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ

は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
省
令
」
と

る
こ
と
。

る
こ
と
。

え 条六十同同す 規 るを。 、い

規

則



平

教

成 年 月 日 火曜日

教
布
す

山

山 口

は
、

定
に

を
乗

て
得

規
則

よ
りこ

県 報

教
規
則

命
す

会
規

料
を

下
同

（号 外 ）

教
山

育
委
員
会
が
任
命
す
る
現
業
職
員

育
委
員
会
が
任
命
す
る
現
業
職
員

る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二

教
育
委
員
会
が
任
命
す
る
現
業

規
則
第
四
条
か
ら
第
九
条
ま
で
並

か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に

じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未

た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
給
料
の

第
四
条
か
ら
第
九
条
ま
で
並
び
に

定
め
ら
れ
る
額
と
す
る
。

附

則

の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月

教
育
委
員
会
が
任
命
す
る
現
業

育
委
員
会
が
任
命
す
る
現
業
職
員

第
五
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う

る
現
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規

則
第
十
四
号
。
以
下
「
現
業
職
員

支
給
さ
れ
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、

じ
。
）
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月

教

育

委

育
委
員
会
が
任
命
す
る
現
業
職
員

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一

の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和

の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部山

号
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の

び
に
現
業
職
員
給
与
改
正
規
則

よ
り
定
め
ら
れ
た
給
料
月
額
か

満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ

調
整
額
及
び
手
当
の
額
の
算
出

現
業
職
員
給
与
改
正
規
則
附
則

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

職
員
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る

の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和

。
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（

給
与
改
正
規
則
」
と
い
う
。
）

給
料
月
額
と
同
項
の
規
定
に
よ

一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月

員

会

の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
規
則山

号

三
十
二
年
山
口
県
教
育
委
員
会

を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

口
県
教
育
委
員
会

一
部
を
改
正
す
る
規
則

附
則
第
七
項
及
び
第
八
項
の
規

ら
、
そ
の
額
に
百
分
の
一
・
五

れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
を
減
じ

の
基
礎
と
な
る
給
料
月
額
は
、

第
七
項
及
び
第
八
項
の
規
定
に

規
則

三
十
二
年
山
口
県
教
育
委
員
会

給
料
月
額
（
教
育
委
員
会
が
任

平
成
十
八
年
山
口
県
教
育
委
員

附
則
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
給

る
給
料
の
額
と
の
合
計
額
。
以

三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

口
県
教
育
委
員
会

山
口
県
警
察
本
部
組
織

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一

山
口
県
警
察
本
部
組
織
規
則

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十

山
口
県
公
安
委
員
会
規
則
第

山
口
県
公
安
委
員
会
規
則
第

警
察
署
協
議
会
規
則
の

警
察
署
協
議
会
規
則
（
平
成

正
す
る
。

第
三
条
の
表
第
五
号
中
「
山

会
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一

公

安

警
察
署
協
議
会
規
則
の
一
部

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十

規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の

第
七
条
の
二
中
「
二
十
五
時

五
」
に
改
め
る
。

第
八
条
中
「
三
十
二
時
間
」

る
。第

九
条
第
二
項
中
「
十
六
時

ま
で
」
に
、
「
四
十
」
を
「
三

附

則

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

一
日二

号
一
号

一
部
を
改
正
す
る
規
則

十
三
年
山
口
県
公
安
委
員
会
規
則

口
県
小
野
田
警
察
署
協
議
会
」
を

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

委

員

会

を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

一
日

よ
う
に
改
正
す
る
。

間
」
を
「
二
十
四
時
間
三
十
五
分

を
「
三
十
一
時
間
」
に
、
「
四
十

間
か
ら
三
十
二
時
間
ま
で
」
を
「

十
八
・
七
五
」
に
改
め
る
。

に
公
布
す
る
。

山
口
県
公
安
委
員
会

第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

「
山
口
県
山
陽
小
野
田
警
察
署
協

す
る
。

山
口
県
公
安
委
員
会

」
に
、
「
四
十
」
を
「
三
十
八
・

」
を
「
三
十
八
・
七
五
」
に
改

十
五
時
間
三
十
分
か
ら
三
十
一
時

二

改議 七め間

教

育

委

員

会

公

安

委

員

会



平成

に
関

年 月 日 火曜日

く
。警こ

山 口 県

第
第
七

に
次機第

え
、

報

に
取

査
第第

え
る第

援
」

（号 外 ）

山
よ
う第

捜
査
捜
査

課課
」

す
る
部
分
の
改
正
規
定
は
、
公
布

）
」
を
加
え
、
同
部
分
の
次
に
次

衛
対
策
課

一

第
六
十
六
回
国
民
体
育
大
会

す
る
も
の
（
以
下
「
国
体
等
」

に
関
す
る
こ
と
。

二

国
体
等
の
開
催
に
伴
う
警
衛

附

則

の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月

二
十
年
法
律
第
八
十
号
）
第
三

四
条
第
三
項
中
「
及
び
所
」
を

号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と

の
よ
う
に
加
え
る
。

動
捜
査
隊

機
動
捜
査
活
動
に
関
す
る
こ
と
。

四
条
第
五
項
警
備
課
に
関
す
る
部

同
部
分
第
三
号
及
び
第
四
号
中

調
べ
監
督
管
理
室
を
、
警
務
部
警

一
課
に
機
動
捜
査
隊
を
」
を
削
る

四
条
第
一
項
総
務
課
に
関
す
る
部

。八

被
疑
者
取
調
べ
の
監
督
に
関

四
条
第
一
項
警
察
県
民
課
に
関
す

に
改
め
、
同
部
分
に
次
の
一
号
を

十

オ
ウ
ム
真
理
教
犯
罪
被
害
者

口
県
警
察
本
部
組
織
規
則
（
昭
和

に
改
正
す
る
。

二
条
第
三
項
中
「
及
び
一
所
」
を

研
究
所

隊

」
に
改
め
、
同
条
第
五

に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
警
務

の
日
か
ら
施
行
す
る
。

の
よ
う
に
加
え
る
。

、
第
十
一
回
全
国
障
害
者
ス
ポ

と
い
う
。
）
の
開
催
に
伴
う
警

、
警
護
、
関
係
機
関
と
の
連
絡

一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し

条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
金

「
、
所
及
び
隊
」
に
改
め
、
同
項

し
、
第
九
号
を
第
八
号
と
し
、

分
第
二
号
中
「
地
域
課
」
の
下

「
こ
と
」
の
下
に
「
（
警
衛
対
策

察
県
民
課
に
犯
罪
被
害
者
支
援

。分
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、

す
る
こ
と
。

る
部
分
第
八
号
中
「
犯
罪
被
害

加
え
る
。

等
を
救
済
す
る
た
め
の
給
付
金

二
十
九
年
山
口
県
公
安
委
員
会

「
、
一
所
及
び
一
隊
」
に
、
「

項
中
「
三
課
」
を
「
四
課
」
に
、

部
警
察
県
民
課
に
犯
罪
被
害
者

ー
ツ
大
会
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類

備
方
針
の
策
定
及
び
そ
の
実
施

調
整
等
に
関
す
る
こ
と
。

、
第
四
条
第
一
項
警
察
県
民
課

に
関
す
る
こ
と
。

捜
査
第
一
課
に
関
す
る
部
分
中

第
十
号
を
第
九
号
と
し
、
同
項

に
「
及
び
警
衛
対
策
課
」
を
加

課
の
主
管
に
属
す
る
も
の
を
除

室
」
に
改
め
、
「
、
刑
事
部
捜

第
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加

者
対
策
」
を
「
犯
罪
被
害
者
支

の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成

規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の

科
学
捜
査
研
究
所
」
を
「
科
学

機
動

「
警
備
課
」
を
「
警

備

警
衛
対
策

対
策
室
」
を
「
警
務
部
総
務
課

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
一

山
口
県
公
安
委
員
会
の
文
書

一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

別
表
個
数
の
欄
中
「
二
一
」

中
「
山
口
県
岩
国
警
察
署
広
瀬

山
口
県
岩
国
警
察
署
広
瀬
幹
部

柳
井
警
察
署
平
生
幹
部
交
番
所

山
口
県
山
陽
小
野
田
警
察
署
厚

附

則

山
口
県
公
安
委
員
会
規
程
第

山
口
県
公
安
委
員
会
の
文
書

る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十

山
口
県
公
安
委
員
会
の

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

例
式
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三

改
正
す
る
。

を
「
一
七
」
に
、
「
二
〇
」
を
「

幹
部
交
番
所
長
」
を
「
山
口
県
岩

交
番
所
長
、
山
口
県
柳
井
警
察
署

長
」
に
改
め
、
「
山
口
県
宇
部
警

狭
幹
部
交
番
所
長
」
を
加
え
る
。

一
号

例
式
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を

一
日

文
書
例
式
等
に
関
す
る
規
程
の
一

三

十
二
年
山
口
県
公
安
委
員
会
規
程

一
六
」
に
改
め
、
同
表
保
管
者
の

国
警
察
署
岩
国
西
幹
部
交
番
所
長

周
防
大
島
幹
部
交
番
所
長
、
山
口

察
署
船
木
交
番
所
長
」
の
下
に
「

改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定

山
口
県
公
安
委
員
会

部
を
改
正
す
る
規
程

第欄、県、 め



平
成
二

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
印
刷

十
一
年
三
月
三
十
一
日
発
行

発
行
所

山

口

発
行
人

山
口
県
県

庁

定
価
一
箇
月

金

知
事

二
千
七
百
円
（
送
料
共
）


